
桑名市告示第167号 

桑名市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年５月19日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

桑名市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

桑名市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱（平成30年桑名市告示第106号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「。以下「耐震改修促進法」という。」を削る。 

第３条第２号ア中「、市長が認める防災上必要な区域（住宅が１ヘクタール当たり10戸以上建て込

んだ区域又は指定された避難路（指定見込みの避難路を含む。）沿いをいう。）において」を削り、

「かつ」の次に「、」を加え、同号ウ中「当該工事は、」の次に「エに掲げるもの以外で」を加え、

「であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」を削り、同号ウ（ア）から（ウ）までを

削り、同号エ中「であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」を削り、同号エ（ア）か

ら（ウ）までを削る。 

第７条第２項中「３月末日」を「３月15日」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 

  



 

  



 

  



附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に旧告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 


